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新（案） 旧 備考 

策定の趣旨 

 

第一次の本指針は、結核予防法（ 昭和二十六年法律第九十六号）に基づき、平成十六年に策定された。

結核予防法が平成十九年に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（ 平成十年法律第百

十四号。以下「法」という。） に統合され、平成二十三年に本指針が改正されて以来、五年余りが経過し

た。 

我が国における結核患者数は減少傾向にあり、人口十万人対り患率（ 以下「り患率」という。） は、平

成二十七年には十四． 四となり、世界保健機関の定義するり患率十以下の低まん延国となることも視野に

入ってきた。特に小児結核対策においては、Ｂ Ｃ Ｇ接種の実施が著しい効果をもたらしている。しかしな

がら、平成二十七年の結核患者数は約一万八千人となっており、依然として結核が我が国における最大の慢

性感染症であることに変わりはない。 

また、り患の中心は高齢者であること、結核患者が都市部で多く生じていること、結核発症の危険性が高

いとされる幾つかの特定の集団（以下「ハイリスクグループ」という。）が存在すること等が明らかとなっ

ている。 

こうした状況を踏まえ、結核の予防及びまん延の防止、健康診断及び患者に対する良質かつ適切な医療の

提供、結核に関する研究の推進、人材の育成並びに知識の普及啓発を総合的に推進し、国と地方公共団体及

び地方公共団体相互の連携を図り、結核対策の再構築を図る必要がある。また、平成二十六年に世界保健機

関は結核終息戦略を発表し、低まん延国はもとより、日本を含めた低まん延国に近づく国に対しても、根絶

を目指した対策を進めるよう求めている。 

本指針はこのような認識の下に、予防のための総合的な施策を推進する必要がある結核について、国、地

方公共団体、関係団体等が連携して取り組むべき課題に対し、取組の方向性を示すことを目的とする。低ま

ん延国化に向けては、従前行ってきた総合的な取組を徹底していくことが極めて重要であり、その取組の中

で、病原体サーベイランス体制の構築、患者中心の直接服薬確認療法（ 以下「Ｄ Ｏ Ｔ Ｓ 」という。） の

推進及び無症状病原体保有者のうち治療を要する者（ 以下「潜在性結核感染症の者」という。） に対する

確実な治療等の取組を更に進めていく必要がある。本指針に示す取組を具体化するため、国及び地方公共団

体は相互に連携して取り組むとともに、必要な財源を確保するよう努めるものとする。 

本指針については、本指針において掲げられた施策及びその目標値の達成状況、結核発生動向等状況の定

期的な検証及び評価等を踏まえ、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを

変更するものとする。 

 

はじめに 

本プランは、愛知県感染症予防計画第 1第 3項(5)の規定に基づき策定したものであり、県、県内市町村、

医師及びその他の医療関係者の連携により結核対策を総合的に推進し、近い将来、結核を本県の公衆衛生上

の課題から解消することを目的とする。 

 なお、平成 32 年を目標年として、できるかぎり数値を用いながら具体的な目標を掲げるものとする。ま

た、本プランについては、結核の発生動向、結核の治療等に関する科学的知見、プランの進ちょく状況の評

価等を勘案して、少なくとも５年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものと

策定の趣旨 

 

我が国における結核患者数は、緩やかであるが減少傾向にあり、人口十万人対り患率は、二十を下回る状

況に達している。特に小児結核対策においては、ＢＣＧ接種の実施が著しい効果をもたらしている。しかし

ながら、平成二十一年においては約二万四千人の患者が新たに生じるなど、依然として結核は最大の慢性感

染症であり、今後もまん延対策は重要である。 

また、り患の中心は基礎疾患を有する高齢者であるが、近年、結核患者が都市部で多く生じていることや、

疫学的な解析により結核発症に危険が高いとされる幾つかの特定の集団（以下「ハイリスクグループ」とい

う。）が存在することが明らかとなっており、こうした事実を踏まえた対策を講じる必要がある。 

対策の面では、結核医療に関する知見の蓄積や診断技術の進歩及び直接服薬確認療法（以下「ＤＯＴＳ」

という。）の普及により、結核の診断や治療の水準は格別に向上した。一方で、患者数の減少により結核医

療の不採算性に拍車がかかり、また、結核の研究や診療に精通した医療従事者及び結核を診療できる医療機

関が減少していることもあり、適切な医療体制の確保が困難になっている。さらに、基礎疾患を有する高齢

者がり患の中心である昨今の状況においては、求められる治療形態が多様化しており、対応できる医療機関

が少なくなっている。 

 このような変化に対応するためには、結核の予防及びまん延の防止、健康診断及び患者に対する良質かつ

適切な医療の提供、結核に関する基礎医学、臨床及び疫学などの研究の推進、医薬の適正化と治療の強化、

きめ細かな個別的対応、人権の尊重、地域格差への対応を基本とした効率的な結核対策の実施が重要である。

そのため、国と地方公共団体及び地方公共団体相互の連携を図り、結核対策の再構築を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

本プランは、愛知県感染症予防計画第 1第 3項(5)の規定に基づき策定したものであり、県、県内市町村、

医師及びその他の医療関係者の連携により結核対策を総合的に推進し、近い将来、結核を本県の公衆衛生上

の課題から解消することを目的とする。 

 なお、平成 27 年を目標年として、できるかぎり数値を用いながら具体的な目標を掲げるものとする。ま

た、本プランについては、結核の発生動向、結核の治療等に関する科学的知見、プランの進ちょく状況の評

価等を勘案して、少なくとも５年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものと

 

「指針からの引用」 

<改正の要旨> 

昨今の結核を取り巻

く状況の変化 

①罹患の中心は高齢

者である。 

②都市部で多い。 

③結核発症の危険が

高いハイリスクグル

ープが存在する。 

 

結核予防のための総

合的な施策の推進 

①病原体サーベイラ

ンスの構築。 

①患者中心のＤＯＴ

Ｓ推進。 

②潜在性結核感染症

の者に対する確実な

治療等の取り組み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資
料
２
－
３
 



平成 28 年 12 月 8 日 

 

2 

 

し、結核に関する特定感染症予防指針（平成 28年 11月 25日厚生労働省告示第 399 号）、医療法に基づく

地域医療計画及びその他の県計画と整合性を保ちながら、本県の実情に即したものとする。 

 本プランは、平成 29年  月  日付けで改正を行った。 

 

 

第一 患者情報の把握 

一 結核に関する情報の収集・分析及び公表 

【考え方】 

県及び保健所を設置する名古屋市、中核市（以下「保健所設置市」という。）は、関係機関との連携の下、

結核に関する情報を収集し、分析並びに公表を進めることが重要である。 

 

【現状と評価】 

１ 愛知県感染症情報の週報により、所管の結核の発生状況等情報を収集し分析している。 

２ 全国の発生状況等について、年報確定時に収集し、「愛知の結核」や「結核の概況名古屋市」、ホーム

ページ、広報等で情報提供を行っている。 

 

【取り組み方法】 

１ 県、保健所設置市は、正確で迅速な情報収集及び提供に努める。 

２ 県、保健所設置市は、結核に関する情報は、今後も引き続き「愛知の結核」や「結核の概況名古屋市」

といった年統計資料及びホームページ等により公表する。 

 

二 結核発生動向調査の体制等の充実強化 

【考え方】 

１ 結核の発生状況は法による届出や入退院報告、医療費公費負担申請等の結核登録者情報を基にした発生

動向調査（注）等を把握している。 

２ 結核発生動向調査情報は、発見方法、発見の遅れ、診断の質、治療の内容や成功率、入院期間等結核対

策評価に関する重要な情報を含むものであるため、その精度の向上が重要である。 

３ 県及び保健所設置市は、薬剤感受性検査及び分子疫学手法からなる病原体サーベイランスの構築に努め

る必要がある。結核菌が分離された全ての結核患者の検体又は病原体を確保し、結核菌を収集するよう努め、

その結果を積極的疫学調査に活用するほか、発生動向の把握及び分析並びに対策の評価に用いるよう努め

る。 

 

注）結核発生動向調査：結核の発生動向調査を迅速に解析・還元することを目的に、国が運営するオンラインシステム。感染

症サーベイランスシステム、結核登録者情報システムの２種類あり、感染症サーベイランスシステムには結核発生届の情報を、

結核登録者情報システムには、結核登録者の病状、治療状況、医療費公費負担申請等の情報を入力し、結核の発生動向調査や

結核登録者の管理を行う。 

 

【現状と評価】 

し、結核に関する特定感染症予防指針（平成 23年 5月 16日厚生労働省告示第 161号）、医療法に基づく地

域医療計画及びその他の県計画と整合性を保ちながら、本県の実情に即したものとする。 

 本プランは、平成 23年 9月 9日付けで改正を行った。 

 

 

第一 患者情報の把握 

一 基本的考え方 

 

県及び保健所を設置する名古屋市、中核市（以下「保健所設置市」という。）は、関係機関との連携の下、

結核に関する情報を収集し、分析並びに公表を進めることが重要である。 

 

【現状】 

１ 愛知県感染症情報の週報により、所管の結核の発生状況等情報を収集し分析している。 

２ 全国の発生状況等を年報確定時に収集し提供している。 

 

 

【取り組み方法】 

１ 正確で迅速な情報収集及び提供に努める。(県、保健所設置市) 

２ 結核に関する情報は、「愛知の結核」や「結核の概況名古屋市」といった年統計資料及びホームページ

等により公表する。 

 

二 結核発生動向調査の体制等の充実強化 

【考え方】 

１ 結核の発生状況は法による届出や入退院報告等を基に把握している。 

 

２ 結核の発生動向情報は、発見方法、発見の遅れ、診断の質、治療の内容や成功率、入院期間等結核対策

評価に関する重要な情報を含むものであるため、その精度の向上が重要である。 
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２指針第一の二から

引用。 

 

３指針第一の二から

引用。 

 

 

 

(注)結核感染症発生

動向調査を追加。 
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１ 医療機関から保健所への結核発生届の提出状況は、診断当日 76.2％、1日以内 86.4％、2日以内 89.3％

である。結核発生届は行政が患者支援を行う第一歩となり、早期把握が早期患者支援につながることからも、

法第 12条第 1項に基づき、診断当日に提出することが必要である。＜平成 27年結核発生動向調査＞ 

２ 年末総登録中病状不明割合は、愛知県 10.2％、全国 20.0％である。全国と比較すると、病状把握率は

高いが、目標値の 5%以下には届かなかった。病状不明者の更なる把握が必要である。＜平成 27年結核発生

動向調査＞ 

３ 新登録肺結核中培養検査結果の把握割合は、年々上昇しており、平成 27年は愛知県 96.0％、全国 86.8％

である。全国と比較すると把握率が高いが、目標である 100%には届かなかった。未把握理由としては、患

者死亡のため医療機関で培養検査指示が出ていない場合や、結核登録者情報システムへの未入力がある。こ

のことから、今後は患者死亡の場合は、保健所は医療機関に対して培養検査指示の有無についての確認を行

うとともに、結核登録者情報システムへの確実な入力が必要である。＜平成 27 年結核発生動向調査、県保

健所・中核市患者実態調査（平成 28年 9月）＞ 

４ 新登録肺結核培養陽性中薬剤感受性検査結果の把握割合は、年々上昇しており、平成 27 年は愛知県

86.9％、全国 76.0％である。全国と比較すると把握率が高いが、目標である 100%には届かなかった。未把

握理由としては、患者死亡のため医療機関で薬剤感受性検査指示が出ておらず、検体が廃棄されている場合

や、保健所で検査結果を把握しているものの、結核登録者情報システムへの未入力などであった。県保健所、

名古屋市、岡崎市、豊田市では薬剤感受性検査の実施体制を整備しているため、今後は患者死亡の場合にお

いて、保健所は医療機関に対して薬剤感受性検査指示の有無についての確認し、指示のない場合は早期に検

体確保を行い検査を実施するとともに、結核登録者情報システムへの確実な入力が必要である。＜平成 27

年結核発生動向調査、県保健所・中核市患者実態調査（平成 28年 9月）＞ 

５ 結核菌分子疫学調査（VNTR検査）（注）については、平成 28年 4月より法的に県、保健所設置市に実施

が義務づけられ、本格的な取り組みが開始されている。平成 24年度より名古屋市、平成 27年度より豊橋市、

岡崎市、平成 28 年度より県保健所、豊田市にて開始した。今後感染源特定や感染経路解明への活用を検討

する。 

（注）結核菌染色体上に多数存在する、繰り返し配列の反復回数の違いを利用した遺伝子型別法の解析方法であり、結核菌を

分類することで、分離した菌の地域特性や感染経路の究明に役立つもの。VNTRは variable number of tandem repeat の略。 

 

表１ 病状不明、培養検査結果未把握、薬剤感受性検査結果未把握割合 

 平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

年末総登録中病状

不明割合（％） 

愛知県 8.7 6.3 16.1 11.9 14.4 10.2 

名古屋市（再掲） 13.3 7.5 28.3 19.4 22.9 15.0 

全国 15.1 13.3 26.0 23.3 24.1 20.0 

新登録肺結核 培

養検査結果把握割

合（％） 

愛知県 94.1 95.9 95.1 94.7 96.3 96.0 

名古屋市（再掲） 91.1 93.6 92.2 91.5 94.3 96.3 

全国 80.0 79.4 85.6 83.3 85.2 86.8 

新登録肺結核 培養

陽性中薬剤感受性検

愛知県 78.8 84.2 85.3 84.2 84.5 86.9 

名古屋市（再掲） 84.2 81.6 82.1 79.3 77.7 84.4 

１ 年末総登録中病状不明割合は、愛知県 9.6％、全国 18.3％である。全国と比較すると病状がよく把握さ

れているが、まだ十分でない。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

 

２ 新登録肺結核中培養検査結果の把握割合は、愛知県 93.9％、全国 74.8％である。全国と比較すると検

査結果はよく把握されているが、まだ十分でない。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

 

３ 新登録肺結核培養陽性中薬剤感受性検査結果の把握割合は、愛知県 69.7％、全国 63.5％である。耐性

結核をつくらないためにも、結果把握が必要である。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１結核発生届診断当

日提出率について追

加。 

２実態調査結果を追

加。 

 

３、４実態調査結果を

追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５指針第一の二によ

り追加。 

 

 

 

 

 

表１を追加。 
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査結果把握割合（％） 全国 72.9 73.7 74.1 73.2 74.5 76.0 

結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

【取り組み方法】 

１ 保健所は、発生状況等に関する情報を地域の関係機関・関係職員等に提供する。 

２ 県、保健所設置市及び保健所は、医療機関に対して、結核発生届を診断当日に提出するよう指導する。

また、保健所は遅延理由について把握すると共に、改善策について医療機関と協議する。 

３ 保健所は、結核患者に対して、患者登録から除外までの服薬支援、経過観察支援を行い、病状把握に努

める。病状不明者については、関係機関、医療機関と連携して病状把握に努める。 

４ 医療機関は、結核菌検査を実施した場合、培養検査、薬剤感受性検査を合わせて実施する。 

５ 保健所は、患者登録後速やかに医療機関等と連携を図りながら、培養検査結果、薬剤感受性検査結果の

把握に努めるとともに、医療機関で実施されない薬剤感受性検査について、早期に検体確保を行い、検査を

実施する。 

６ 保健所は、結核登録者情報システムへの確実な入力を行い、評価精度の向上に努める。 

７ 県、保健所設置市は、結核菌分子疫学調査（VNTR検査）（注）について、各自治体の円滑な運用と共に、

結果分析等について連携した取り組みを行うなど体制を整備する。 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二 発生の予防及びまん延の防止 

一 結核の予防のための施策 

【考え方】 

１ 結核予防対策においては、結核発生動向調査結果等の活用により結核に関する情報の収集並びに公表を

進めると共に、県及び保健所設置市が具体的な結核対策を企画、立案、実施及び評価していくことが重要で

ある。 

２ 結核の発生の予防、早期発見及びまん延の防止の観点から、咳、喀痰、微熱等の有症状時の早期受診を

国民に対して勧奨すること及び結核以外の疾患で受診している高齢者やハイリスクグループ患者について

は、結核に感染している可能性があることについて、医療従事者に対して周知することが重要である。 

 

 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ 発生状況等に関する情報を地域の関係機関・関係職員等に提供する。(保健所) 

２ 患者登録から除外までの服薬支援、経過観察支援を行う。（保健所、医療機関） 

３ 培養検査・薬剤感受性検査を実施する。（医療機関等） 

４ 医療機関等と連携を図りながら菌検査結果の把握に努める。（保健所、医療機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二 発生の予防及びまん延の防止 

一 結核の予防のための施策 

【考え方】 

結核予防対策においては、普段から結核発生の予防及びまん延防止に重点を置き、結核発生動向調査結果

等の活用により県及び市町村が具体的な結核対策を企画、立案、実施及び評価していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１結核発生届の取り

組みを追加。 

２病状不明者の取り

組みを追加。 

 

４、５薬剤感受性検査

実施状況把握につい

て、県、保健所設置市

で把握し、未実施の場

合は検体確保を行い、

検査の実施行うこと

を追加。 

 

目標に結核発生届の

診断当日提出率を追

加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１指針第二の一の１

「地方公共団体」を、

「県及び保健所設置

市」に置き換えた。 

２指針第二の一の２

から引用。 

●結核発生届診断当日提出率 １００％ 

●年末総登録中病状不明割合 ５％以下 

●新登録肺結核 培養検査結果把握割合 １００％ 

●新登録肺結核 培養陽性中薬剤感受性検査結果把握割合 １００％ 

 

●年末総登録中病状不明割合 5％以下 

●新登録肺結核 培養検査・薬剤感受性検査結果把握割合 100％ 
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【現状と評価】 

１ 本県における結核の発生動向をみると、結核緊急事態宣言がだされた平成 11 年をピークに減少に転じ

ているが、平成 27 年の新登録者数は 1,199 人、全結核り患率（注）は 16.0 で、全国の全結核り患率の 14.4

を上回り、都道府県では高位から 6 番目の水準となっている。＜平成 27年結核発生動向調査（結核の統計

2016）＞ 

２ 名古屋市の平成 27年全結核り患率は、政令指定都市の中では高位から 2 番目の水準であり、都市結核

の特徴がみられる。＜平成 27年結核発生動向調査（結核の統計 2016）＞ 

３ 喀痰塗抹陽性肺結核り患率は、減少傾向であるが、愛知県 6.1、全国 5.7と全国より高い傾向にある。

＜平成 27年結核発生動向調査（結核の統計 2016）＞ 

４ 県内保健所別り患率は、人口規模や年次変動があるものの、9.4 から 30.0 と格差が大きい。＜平成 27

年結核発生動向調査＞ 

５ 平成 27 年新登録患者中 65 歳以上が占める割合は 67.6％で、年々増加傾向にある。結核患者の多くは

高齢者であり、何らかの基礎疾患を有する者が多い。＜平成 27年結核発生動向調査＞ 

 

（注）1年間に発病した患者数を人口 10万対率で表したもの。 

 

表２ 新登録結核患者数（潜在性結核感染症を除く） 

 平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

愛知県 1,603 1,682 1,689 1,658 1,664 1,526 1,419 1,424 1,305 1,199 

名古屋市（再掲） 700 685 707 701 712 637 575 601 528 514 

全国 26,384 25,311 24,760 24,170 23,261 22,681 21,283 20,495 19,615 18,280 

結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

表３ 全結核り患率（潜在性結核感染症を除く） 

 平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

愛知県 22.0 22.9 22.8 22.4 22.5 20.6 19.1 19.1 17.5 16.0 

名古屋市（再掲） 31.4 30.6 31.5 31.0 31.5 28.1 25.4 26.5 23.2 22.4 

全国 20.6 19.8 19.4 19.0 18.2 17.7 16.7 16.1 15.4 14.4 

結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

表４ 喀痰塗抹陽性肺結核り患率 

 平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

愛知県 8.9 8.4 8.5 8.5 8.5 7.9 7.5 8.0 7.0 6.1 

名古屋市（再掲） 13.4 11.1 11.8 12.4 12.5 9.8 9.2 11.1 9.3 8.6 

全国 8.2 8.0 7.7 7.6 7.0 6.8 6.5 6.4 6.0 5.7 

【現状】 

１ 本県における結核発生動向をみると、結核緊急事態宣言がだされた平成 11 年をピークに再び減少に転

じているが、平成 21年の新登録者数は 1,658人、全結核り患率（注）は 22.4で、全国の全結核り患率の 19.0

を上回り、都道府県では高位から３番目の水準となっている。＜結核発生動向調査＞ 

 

２ 名古屋市の平成 21 年全結核り患率は、東京都および政令指定都市では高位から２番目の水準であり、

都市結核の特徴がみられる。＜結核発生動向調査＞ 

３ 喀痰塗抹陽性肺結核り患率は全国より高く（平成 21 年愛知県 8.5、全国 7.6）、平成 19 年からは横ば

いである。＜結核発生動向調査＞ 

４ 平成21年の県内のり患率を保健所別でみると、人口規模や年次変動の違いはあるものの、10.2から70.5

と格差が大きい。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

５ 新登録患者中 65歳以上が占める割合は約 60％で、結核患者の多くは高齢者である。また、何らかの基

礎疾患を有する者が多い。 

 

(注）1 年間に発病した患者数を人口 10 万対率で表したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 全結核り患率         ＊「結核の統計」より 

 
平成

11 年 

平成

12 年 

平成

13 年 

平成

14 年 

平成

15 年 

平成

16 年 

平成

17 年 

平成

18 年 

平成

19 年 

平成 

20 年 

平成 

21 年 

全 国 34.6 31.0 27.9 25.8 24.8 23.3 22.2 20.6 19.8 19.4 19.0 

愛知県 37.4 32.7 31.0 28.3 27.1 25.1 25.3 22.0 22.9 22.8 22.4 

名古屋市

（再掲) 
49.0 44.6 41.7 39.2 37.0 36.1 34.3 31.4 30.6 31.5 31.0 

 

表２ 喀痰塗抹陽性肺結核り患率   ＊「結核の統計」より 

 
平成

11 年 

平成

12 年 

平 成

13 年 

平成

14 年 

平成

15 年 

平成

16 年 

平成

17 年 

平成

18 年 

平成

19 年 

平成

20 年 

平成

21 年 

全国 11.4 10.4 9.9 9.4 9.3 9.0 8.9 8.2 8.0 7.7 7.6 

愛知県 13.6 11.4 10.8 10.8 10.7 10.4 10.2 8.9 8.4 8.5 8.5 

名古屋市 20.2 17.8 17.1 16.7 16.0 17.0 15.7 13.4 11.1 11.8 12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２を追加。 
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結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

 

 

表５ 平成 27年全国及び愛知県の高り患率保健所等 

 1位 2位 3位 

県保健所・中核市保健所 新城         22.9 清須                   20.4 津島   19.7 

名古屋市保健所 中 、中村  30.0 - 南    26.3 

全国都道府県 大阪府       23.5 兵庫県、東京都、大分県 17.1 - 

政令指定都市 大阪市       34.4 名古屋市        22.4 堺市   22.0 

平成 27年結核発生動向調査（結核の統計 2016）より 

 

 

 

表６ 新登録患者の 65歳以上の占める割合 

 平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

愛知県 55.7 55.0 57.8 59.9 63.3 65.2 65.4 67.8 69.4 67.6 

名古屋市（再掲） 53.7 51.7 56.3 56.6 62.2 63.7 65.7 67.1 66.5 67.7 

全国 54.5 55.7 56.7 58.0 59.1 60.7 62.5 64.5 65.4 66.6 

結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

【取り組み方法】  

１ 保健所は、発症のリスク等に応じた効率的な健康診断、初発患者の周辺の接触者健康診断、有症状時の

早期受診の勧奨等きめ細かな個別的対応をする。 

２ 保健所は、結核以外の疾患で受診している高齢者やハイリスクグループの患者については、結核に感染

している可能性があることについて、医療従事者に周知する。 

３ 県、市町村、保健所が連携し、労働基準監督署等関係行政機関や、医療機関等の協力を得ながら、地域

の実情に即して予防対策、適正な医療提供、知識普及などの結核対策を総合的に推進していく。 

 

 

二 法第五十三条の二の規定に基づく定期の健康診断 

 

【考え方】 

１ 結核を取り巻く状況の変化により、現在、定期の健康診断によって結核患者が発見される割合は大幅に

低下しており、定期の健康診断については、特定の集団に限定して効率的に実施することが重要である。こ

のため、高齢者、ハイリスクグループ、発症すると二次感染を生じやすい職業（ デインジャーグループ） 等

の定期の健康診断の実施が有効かつ合理的であると認められる者については、その受診率の向上を図ること

(再掲) 

 

 

 

表３ 全国及び愛知県の高り患率保健所等(平成 21年) ＊「結核の統計」「結核管理図」より 

愛知県保健所 瀬戸保健所 津島保健所 江南保健所 

全結核り患率 28.4 26.8 25.4 

名古屋市保健所 中保健所 中村保健所 東保健所 

全結核り患率 70.5 62.8 35.8 

都道府県 大阪 東京 愛知 

全結核り患率 31.5 25.0 22.4 

全国都道府県・政令指定都市 大阪市 名古屋市 東京都特別区 

全結核り患率 49.6 31.0 28.0 

 

表４ 新登録患者中の 65歳以上が占める割合(％)   ＊「結核の統計」より 

 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 

全国 52.8 54.5 55.7 56.7 58.0 

愛知県 53.4 55.7 55.0 57.8 59.9 

名古屋市 

(再掲) 
49.9 53.7 51.7 56.3 56.6 

 

 

【取り組み方法】  

１ 発症のリスク等に応じた効率的な健康診断、初発患者の周辺の接触者健康診断、有症状時の早期受診の

勧奨等きめ細かな個別的対応をする。（保健所） 

２ 結核以外の疾患で受診している高齢者やハイリスクグループの患者については、結核に感染している可

能性があることについて医療従事者に周知する。（保健所） 

３ 県及び市町村が連携し、その他労働基準監督署等関係行政機関や、医療機関等の協力を得ながら、地域

の実情に即して予防対策、適正な医療提供、知識普及などの結核対策を総合的に推進していく。（県・市町

村） 

 

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」という。）第五十三条の二の規

定に基づく定期の健康診断 

【考え方】 

高齢者、ハイリスクグループ、デインジャ－グループ（注）等の定期の結核健康診断の実施が有効かつ合理

的であると認められる者について、その受診率の向上を図ることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１指針第二の１より

引用。 
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が重要である。 

２ 結核の高まん延地域を管轄する市町村は、その実情に即して当該地域において結核の発症率が高い住民

層（例えば、住所不定者、職場での健康管理が十分とはいえない労働者、結核がまん延している国若しくは

地域の出身者又はその国若しくは地域に居住したことがある者（ 以下「高まん延国出身者等」という。） 等

が想定される。） に対する定期の健康診断その他の結核対策を総合的に講ずる必要がある。 

３ 地域における高まん延国出身者等の結核の発生動向に照らし、市町村が特に必要と認める場合には、高

まん延国出身者等に対する定期の健康診断を実施する等、特別の配慮が必要である。 

 

【現状と評価】 

１ 事業者、学校長、施設長、市町村長は、法第53条の2の規定に基づき結核定期健康診断の実施と、法 53条

の 7 の規定に基づき保健所への報告が義務づけられている。（注 1）愛知県では、法施行令、愛知県結核定期

健康診断実施要綱に基づき、対象施設等に対し結核定期健康診断の実施を指導している。 

２ 愛知県の新登録結核患者 1,199人のうち定期健康診断での発見は、139人 11.6％であり、全国では新登

録結核患者 18,280人のうち 1776人 9.7％が発見されている。＜平成 27年結核発生動向調査＞ 

３ 愛知県の年齢階級別り患率は、60 歳から 69 歳は 14.4、70 歳から 79 歳は 33.5、80 歳以上では 102.0

であった。一方全国では 60歳から 69歳は 13.1、70歳から 79歳は 26.9、80歳以上は 70.8であり、愛知県

は全国に比べ高齢者のり患率が高い傾向にある。また、愛知県においても全国と同じく、80 歳以上の高齢

結核患者数が多くなっている。＜平成 27年結核発生動向調査＞ 

４ 発症すると二次感染を起こしやすい職業（教職員、保育士、医師、看護師等）の平成 27 年愛知県新登

録肺結核患者数は、32 人(2.7％)であり、そのうち、喀痰塗抹陽性患者数は 12 人であった。結核定期健康

診断の徹底と、有症状時の早期受診が重要である。＜平成 27年結核発生動向調査＞  

５ 平成 27年度に行ったホームレス（注 2）の健康診断受診者は、愛知県（名古屋市を除く）8人、ホームレ

スを含むハイリスク層を対象とした結核検診受診者数は、名古屋市 578人で、結核患者が 1名発見された。 

 

（注 1）「事業者」 … 学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設の従業員 

     「学校長」 … 大学、高等学校、高等専門学校、各種学校の学生、生徒 

     「施設長」 … 刑事施設、社会福祉施設の入所者 

     「市町村長」… 65歳以上、必要と認める者 

（注 2）都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。 

 
表７ 平成26年度定期健康診断結果 
 

区分 受診者数 

胸部 

エックス

線 

被発見者数 

結核 

患者 

発見

率

（％） 

潜在性

結核感

染者 

発見

率

（％） 

結核発

病のお

それが

ある者 

発見

率

（％） 

事業者  
愛知県    199,497  199,264  5  0.003  - - 10  0.005  

名古屋市(再掲) 88,790  88,532  1  0.001  - - 8  0.009  

学校長  
愛知県    157,536  157,541  3  0.002  - - 5  0.003  

名古屋市(再掲) 60,260  60,265  2  0.003  - - 5  0.008  

（注）デインジャ－グループ：結核発病の危険は高くないが、もし発病した場合には周囲の多くの人々に感染させるおそれが高いグル

ープをいう。教職員、医師、保健関係者、接客業等。 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

１ 高齢の結核患者は、地域を問わず一定割合存在し、定期の結核健康診断が政策上有効であると判断すべ

き患者発見率 0.02～0.04％以上（都道府県単位または対象者百万人程度）を参酌すべき基準としている。

愛知県では、法施行令に基づき、市町村に対して 65歳以上の住民の定期結核健診を指導している。 

２ 愛知県の新登録結核患者 1,658人のうち定期健康診断での発見は、177人 10.7％であり、全国では新登

録結核患者 24,170人のうち 2,632人 10.9％が発見された。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

３ 愛知県の年齢階級別り患率は、60 歳から 69 歳は 23.2、70 歳から 79 歳は 56.4、80 歳以上では 145.4

であった。一方全国では 60歳から 69歳は 20.5、70歳から 79歳は 40.5、80歳以上は 88.3であり、愛知県

は全国に比べ高齢者のり患率が高い傾向にある。また、全国と同じく、80 歳以上の超高齢者結核患者数が

多くなっている。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

４ 発病すると二次感染を起こしやすい職業（看護師・保健師・医師・その他医療職・教員・保育士）につ

いている新登録肺結核患者数は、28人(2.2％)であった。そのうち、喀痰塗抹陽性患者数は６人であったが、

その接触者からの発病者はなかった。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

５ 平成 21 年度に行ったホームレス（注）の健康診断の結果は、名古屋市は受診者 637 人、愛知県は受診者

46人で、結核患者は発見されなかった。 

 

 

 

（注）都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２指針第二の２より

引用。 

 

 

 

３指針第二の６より

引用。 

 

 

１法的根拠を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７を追加。 
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施設長  
愛知県    20,806  20,817  2  0.010  - - 4  0.019  

名古屋市(再掲) 5,556  5,567  2  0.036  - - 3  0.054  

市町村長

(65 歳以上） 

愛知県    459,719  459,640  30  0.007  14  0.003  4  0.001  

名古屋市(再掲) 86,600  86,600  12  0.014  - - - - 

平成 26年度地域保健・健康増進事業報告より 

 

【取り組み方法】 

１ 保健所は、法定の定期健康診断の未実施の事業者・学校長及び施設長に指導を行い、実施報告の徹底を

図る。 

２ 市町村は、65歳以上の定期結核健康診断については、対象者に対して適切に周知を行う。 

３ 保健所は、学習塾等の集団感染の危険が高い事業所の従事者について、有症状時の早期受診の勧奨並び

に定期の健康診断の実施等、施設内感染対策を講ずるよう周知等を行う。 

４ 精神科病院、介護老人保健施設等の施設の管理者は、医学的管理下にある者について、健康診断を推進

する。 

５ 保健所は、医療従事者について、結核以外の疾患で入院している高齢者等について、結核に感染してい

る可能性があることを周知する。 

６ 市町村は、医療を受けていないじん肺患者等に対しては、結核発症のリスクに関する普及啓発とともに、

健康診断の受診（注 1）や有症状時の早期受診の勧奨に努める。 

７ 市町村は、結核の発病率が高いとされるホームレスについて、定期結核健康診断を継続的に実施する。 

８ 高まん延国（注２）出身者の結核患者の発生が多い地域においては、保健所等の窓口に地域の結核対策を

その国の言語で説明したパンフレットを備えるとともに、保健所は市町村と連携を図り、高まん延国出身者

に対する定期の健康診断を実施する等配慮する。その際、市町村では人権の保護には十分に配慮する。 

（削除） 

９ 医療機関は、高齢者については、結核発症のハイリスク因子（注２）を念頭に置き、かかりつけ医で定期

的に胸部エックス線検査をし、比較読影を行う等により健康診断を効果的に実施する。（医療機関） 

 

（注１）じん肺管理区分｢管理 2｣及び｢管理 3｣で健康管理手帳所持者(離職者)は、無料の胸部健診制度あり。(問合せ先：愛知

労働局) 

（注２）高まん延国：り患率人口 10万対 100以上。（例：フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ブラジル等） 

（注３）ハイリスク因子：結核の合併率が高い疾患等で後天性免疫不全症候群、じん肺、糖尿病、人工透析治療中、免疫抑制

剤使用中等。 

 

 

 

 

三 法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断 

【考え方】 

１ 結核患者に際しては、県、保健所設置市は、法 17条第 1 項及び第 2 項の規定に基づく健康診断の対象

 

 

 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ 法定の定期健康診断の未実施の事業者、学校長及び施設長に指導を行い、実施報告の徹底を図る。(保

健所) 

２ 65歳以上の定期結核健康診断については、対象者に対して適切に周知を行う。（市町村） 

３ 学習塾等の集団感染の危険が高い事業所の従事者についても、有症状時の早期受診の勧奨並びに必要に

応じた定期の健康診断の実施等、施設内感染対策を講ずるよう周知等を行う。(保健所) 

４ 精神科病院、介護老人保健施設等の医学的管理下にある者の健康診断を推進する。(施設の管理者) 

５ 結核以外の疾患で入院している高齢者等については、結核に感染している可能性があることを医療従事

者に周知する。 

６ 医療を受けていないじん肺患者等に対しては、結核発症のリスクに関する普及啓発とともに、健康診断

の受診や有症状時の早期受診の勧奨に努める。(市町村) 

＊じん肺管理区分｢管理 2｣及び｢管理 3｣で健康管理手帳所持者(離職者)は、無料の胸部健診制度あり。(問合せ先：愛知労働局) 

７ 結核の発病率が高いとされるホームレスについては、定期結核健康診断を継続的に実施する。(市町村) 

８ 高まん延国（注１）出身者の結核患者の発生が多い地域においては、保健所等の窓口に地域の結核対策を

その国の言語で説明したパンフレットを備えるとともに、市町村と連携を図り、高まん延国出身者に対する

定期の健康診断を実施する等配慮する。その際、人権の保護には十分に配慮する。(保健所、市町村) 

９ 寝たきりや胸郭の変形等の事情によって胸部エックス線検査による診断が困難な場合、過去の結核病巣

の存在により現時点での結核の活動性評価が困難な場合等にあっては、積極的に喀痰検査（特に塗抹陽性の

有無の精査）を活用する。塗抹検査陽性の場合、結核菌ではなく非結核性抗酸菌（非感染性）の可能性があ

ることについて留意する。(市町村) 

１０ 高齢者については、結核発症のハイリスク因子（注２）を念頭に置き、かかりつけ医で定期的に胸部エ

ックス線検査をし、比較読影を行う等により健康診断を効果的に実施する。（医療機関） 

 

（注１）高まん延国：日本では便宜的に、全結核り患率人口 10 万対 100 以上をとりあえず高まん延国としている。定義はない。世界の

推定患者発生数の 80％を占める上位 22 ヵ国が結核高負担国としてあげられている。 

（注２）ハイリスク因子：結核の合併症が高い疾患等で後天性免疫不全症候群、じん肺、糖尿病、人工透析治療中、免疫抑制剤使用

中等。 

 

 

三 法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断 

【考え方】 

１ 結核感染又は発症の有無を調べるために、接触者健康診断の実施が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧９指針第二で削除

されたため削除。 
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者を適切に選定し、必要かつ合理的な範囲で積極的かつ的確に実施することが望ましい。 

２ 健康診断を実施することとなる保健所等の機関において、法第 15 条第 1 項の規定に基づく積極的疫学

調査として、関係者の理解と協力を得つつ、関係機関と密接な連携を図ることにより、感染源及び感染経路

の究明を迅速に進めていくことが重要である。 

３ 特に集団感染（注）につながる可能性のある初発患者の発生に際しては、綿密で積極的な対応が必要であ

る。また、感染の場が複数の都道府県等にわたる場合は、関係する都道府県等間又は保健所間の密接な連携

の下、健康診断の対象者を適切に選定する必要がある。 

４ 法第 17 条第 1項及び第 2 項にの規定に基づく健康診断にあたっては、必要かつ合理的な範囲において

対象を広げるほか、結核菌特異的インターフェロンーγ産生能検査（ＩＧＲＡ）及び分子疫学的手法を積極

的に活用することが大事である。特に分子疫学的手法が対象者の正確な補足にしすること及びその広域的な

実施により集団感染を早期に把握できることから、分子疫学的手法の活用を積極的に図ることとする。 

 

（注）集団感染：同一の感染源が２家族以上にまたがり、20 人以上に結核を感染させた場合をいい、発病者 1 人を 6 人の感

染に相当するとして感染者数を計算。 

 

【現状と評価】 

１ 平成 27 年接触者健診受診率は、96.6％であり、毎年 95％を超えているが目標値 100％には届いていな

い。 

２ 接触者健診受診者の結核患者発見率は、患者家族 0.6％、その他 0.2％、潜在性結核感染症及び結核の

発病のおそれがある者は、患者家族、その他共に 5.2％であり、定期健康診断に比べて高率である。今後も

引き続き接触者を適切に把握し、確実に接触者健康診断を実施し、更なる受診率の向上が必要である。 

３ 集団感染事例は、平成 27 年に 6 件発生しており、主な発生場所として医療機関 3 件、職場 3 件であっ

た。職場での定期健診を確実に実施すると共に、その後の管理徹底が必要である。 

 

表８ 接触者健診受診率 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

愛知県 96.1 95.3 98.8 96.9 96.7 96.6 

名古屋市（再掲） 95.6 97.1 96.3 94.8 94.5 93.8 

愛知県結核対策推進会議資料、名古屋市結核対策基本指針（年度集計）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 健康診断を実施することとなる保健所等の機関において、法第 15 条の規定に基づく積極的疫学調査と

して、関係者の理解と協力を得つつ、関係機関と密接な連携を図ることにより、感染源及び感染経路の究明

を迅速に進めていくことが重要である。 

３ 特に集団感染につながる可能性のある初発患者の発生に際しては、綿密で積極的な対応が必要である。

また、感染の場が複数の都道府県等にわたる場合は、関係する都道府県等間又は保健所間の密接な連携の下、

健康診断の対象者を適切に選定する必要がある。 

４ 結核患者の発生に際しては、保健所は法第十七条の規定に基づく健康診断の対象者を適切に選定し、必

要かつ合理的な範囲について実施する。なお、健康診断の勧告等については、結核のまん延を防止するため

必要があると認めるときに結核の感染経路その他の事情を十分に考慮した上で、結核に感染していると疑う

に足りる正当な理由のある者を対象とする。 

 

 

 

 

【現状】 

 平成 20年度公衆衛生関係行政事務指導監査（県・名古屋市は２年毎、中核市は３年毎に監査が行われる）

結果によると、県･保健所設置市における結核新登録者に対する直接の調査及び指導の実施率は、57.8％か

ら 100％であり、都道府県平均 92.3％、保健所設置市平均 83.5％である。平成 21年の愛知県（名古屋市・

中核市除く）における実施率は 99.0％である。 

また、県・保健所設置市における接触者の健康診断が必要と判断された対象者の健康診断受診率は、70.9％

から 100％であり、都道府県平均 94.3％、保健所設置市平均 92.7％である。平成 21年の愛知県（名古屋市・

中核市除く）の受診率は 97.0％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１指針第二の三の１

より引用。 

 

 

 

 

 

旧4指針から削除され

たため削除。 

４指針第二の三の４

より引用。 

 

 

 

 

 

 

 

２接触者健診受診結

果について追加。 

３集団感染事例につ

いて追加。 

 

 

 

表８を追加。 
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表９ 接触者健診実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度地域保健・健康増進事業報告より 

 

 表１０ 愛知県内結核集団感染事例 

年度 発生時期 発生場所 所管 

患者数 

結核 

潜在性

結核感

染症 

経過

観察 

平成 23年 － － － － － － 

平成 24年 
平成 24年 2月 社会福祉施設 名古屋 3 7 3 

平成 24年 4月 職場 名古屋 2 23 5 

平成 25年 平成 25年 9月 職場、友人、家族 県（名古屋市除く） 1 7 3 

平成 26年 

平成 26年 1月 職場 県（名古屋市除く） 1 15 2 

平成 26年 3月 職場（高校） 県（名古屋市除く） 5 48 6 

平成 26年 2月 家族、医療機関 県（名古屋市除く） 4 2 1 

平成 27年 

平成 27年 4月 寮、職場 県（名古屋市除く） 4 27 25 

平成 27年 5月 医療機関 県（名古屋市除く） 4 11 18 

平成 27年 9月 医療機関、家族 名古屋 2 8 2 

平成 27年 10月 家族、職場 名古屋 3 2 0 

平成 27年 12月 医療機関 県（名古屋市除く） 4 11 18 

平成 27年 12月 家族、職場 名古屋 2 5 6 

結核集団感染事例報告（平成 27 年度報告分まで）より 

 

【取り組み方法】 

１ 県、保健所設置市は、平常時から保健所間の連携を図り、集団感染のおそれのある事例の発生に備えた

体制を整備する。  

２ 保健所は、患者の勤務地、学校、施設等を所轄する保健所への情報提供を迅速かつ的確に実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ 平常時から保健所間の連携を図り、集団感染のおそれのある事例の発生に備えた体制を整備する。（県、

保健所設置市）  

２ 患者の勤務地、学校、施設等を所轄する保健所への情報提供を迅速かつ的確に実施する。(保健所)  

表９を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１０を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被判定
者数
（A)

陽性者
数（B)

陽性率
（B/A)

結核患
者（C)

発見率
（D/C)

潜在性
結核感
染者
（E)

結核発
病のお
それが
ある者

（F)

発見率
《E+F）
/C）

愛知県　 　 747 119 62 52.1% 2,346 1,338 14 1,410 14 0.6% 85 38 5.2%

名古屋市(再) - 16 6 37.5% 811 488 6 386 2 0.2% 19 5 3.0%

全　国　　 7,411 1,655 678 41.0% 41,781 27,344 447 21,221 220 0.5% 1,292 1,277 6.1%

愛知県　 　 - 188 17 9.0% 4,589 1,246 17 3,960 11 0.2% 194 45 5.2%

名古屋市(再) - 177 10 5.6% 2,564 611 1 2,173 1 0.0% 128 15 5.6%

全　国　　 - 1,699 736 43.3% 109,365 57,816 569 68,307 216 0.2% 2,634 3,226 5.4%

ＩＧＲＡ
検査者

数

患
者
家
族

そ
の
他

集団健
康診断
実施件

数

健康診
断受診
者数
（C)

胸部
エック
ス線実
施者数

被発見者数ツベルクリン反応検査

喀痰検
査者数
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３ 保健所は、「感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引き（改訂第 5 版）（2014 年 3 月作成）」

を参考に適切に接触者健診を実施する。 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

四 ＢＣＧ接種 

【考え方】 

１ 予防接種は、感染症予防対策の中で、主として感受性対策を受け持つ重要なものであり、我が国の乳児

期における高いＢＣＧ接種率は、小児結核の減少に大きく寄与していると考えられる。 

２ 予防接種法に基づき、市町村おいては、引き続き、適切に実施することが重要である。 

３ コッホ現象(注)が出現した際には、市町村にその旨を報告するように市町村等が周知するとともに、市町

村から保健所に必要な情報提供をすることが望ましい。また、医療機関の受診を勧奨する等当該被接種者が

必要な検査等を受けられるようにすることが適当である。 

(注)接種後 10 日以内に接種部位が腫れ、通常 2 週間から 4 週間後にこの症状が消失する一連の反応をいい、結核既感染者に起こ

ることがある反応。 

 

【現状と評価】 

１ 接種率については、予防接種法の改正により、平成 25年 4月より接種年齢が「生後 6か月」から「12

か月に達するまでの者」（注）に変更となったため、平成 25年度からは生後 12か月時点である。 

２ 接種年齢の変更により、平成 25年度に接種率が低下したようにみえるが、その後は 95％以上の高い接

種率を維持しており、平成 27年度の愛知県のＢＣＧ接種率は 97.6％である。＜予防接種状況及び予防接種

実施方法調査＞ 

３ 平成 27年度コッホ現象事例報告数は 38件（実 37件）である。転帰は、潜在性結核感染症 11件（29.7％）、

経過観察 7 件（18.9％）、終了（非特異反応）19 件（51.4％）であった。潜在性結核感染症都診断された

11件について、明らかな感染源は認められなかった。＜平成 27年度コッホ現象事例報告＞ 

 

(注)特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、４歳に至るまでの者。 

 

表１１ BCG接種率 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

愛知県 97.6 97.7 95.8 80.6 95.9 97.6 

名古屋市(再掲) 98.3 98.1 97.5 87.4 98.0 98.1 

全国 94.6 92.9 92.9 84.2 － － 

愛知県・名古屋市：予防接種状況及び予防接種実施方法調査より 

３ 「感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引き（改訂第４版）（2010 年 6 月作成）」を参考に適

切に接触者健診を実施する。（保健所） 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

四 ＢＣＧ接種 

【考え方】 

１ 予防接種は、感染症予防対策の中で、主として感受性対策を受け持つ重要なものであり、我が国の乳児

期における高いＢＣＧ接種率は、小児結核の減少に大きく寄与していると考えられる。 

２ 予防接種法によるＢＣＧ接種の機会は乳児期に一度のみであることから、市町村おいては、引き続き、

適切に実施することが重要である。 

 

 

 

 

 

【現状】 

１ 予防接種法により、接種対象者は生後 6月に達するまでの者（注）とされている。 

２ 平成 21年度の愛知県のＢＣＧ接種率は 98.1％である。〈予防接種状況調査〉 

 

(注)地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、 

１歳に至るまでの者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２指針第二の四の１

より引用。 

３指針第二の四の３

より引用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３コッホ現象事例報

告数を追加。 

 

 

 

 

 

表１１を追加。 

 

 

 

 

●接触者健康診断対象者の受診率 100％ 
●接触者健康診断対象者の受診率 100％ 
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全国：地域保健・健康増進事業報告（結核の統計）より 

 

表１２ 平成 28年度 BCG実施状況 

 個別 集団 併用 合計 

市町村数 24 26 4 54 

予防接種状況及び予防接種実施方法調査より 

 

【取り組み方法】 

１ 保健所及び市町村は、ＢＣＧ接種についての普及啓発を継続して実施する。 

２ 市町村は、地域の医師会と十分な連携の下、乳児健康診断との同時実施、個別接種の推進を行う。また、

必要に応じて、近隣の市町村の住民への接種の場所の提供、その他対象者が適切な時期に接種を円滑に受け

られるような環境の確保を、地域の実情に即して行う。 

３ ＢＣＧ接種技術の向上のために、市町村・医師会・保健所は協力し合って、接種技術や副反応への対応

に関して、接種医師･職員に対する研修の機会を設ける。 

４ 医療機関、市町村、保健所は、コッホ現象（注）が出現したときは、定期接種実施要領に基づき適切に対

応する。 

 

 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

第三 適正な医療の提供 

一 基本的考え方 

１ 早期に適切な医療を提供し、疾患を治癒させ、周囲への結核のまん延を防止する。また、結核に係る医

療提供に関する施策の基本とするとともに、低まん延国化に向けて潜在性結核感染症患者に対して確実な治

療を行っていくことが、将来の結核患者を減らすために重要である。 

２ 結核患者の多くは高齢者であり、高齢者は身体合併症及び精神疾患を有する者が多いことから、結核に

係る治療に加えて合併症に係る治療も含めた複合的な治療を必要とする場合があるため、治療形態が多様化

している。 

 

３ 結核患者数の減少により、結核病床の病床利用率が低下し、結核病棟の維持が困難となり、医療アクセ

スの悪化している地域があることから、患者を中心とした医療提供に向けて、病床単位で必要な結核病床を

確保すること、結核病床及びその他の病床を一つの看護単位として治療にあたること等により、医療提供体

制の確保に努める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ ＢＣＧ接種についての普及啓発を継続して実施する。（保健所、市町村） 

２ 市町村は地域の医師会と十分な連携の下、乳児健康診断との同時実施、個別接種の推進を行う。また、

必要に応じて、近隣の市町村の住民への接種の場所の提供、その他対象者が適切な時期に接種を円滑に受け

られるような環境の確保を、地域の実情に即して行う。 

３ ＢＣＧ接種技術の向上のために、市町村・医師会・保健所は協力し合って、接種技術や副反応への対応

に関して、接種医師･職員に対する研修の機会を設ける。 

４ コッホ現象（注）が出現したときは、国の通知（定期の予防接種実施要領）に基づき適切に対応する。 

 

(注)接種後 10 日以内に接種部位が腫れ、通常 2 週間から 4 週間後にこの症状が消失する一連の反応をい 

い、結核既感染者に起こることがある反応。 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

第三 適正な医療の提供 

一 基本的考え方 

１ 早期に適切な医療を提供し、疾患を治癒させること及び周囲への結核のまん延を防止することを結核に

係る医療提供に関する施策の基本とするとともに、潜在性結核感染症患者治療（注 1）を積極的に推進する。 

 

２ り患の中心は高齢者となっているため、基礎疾患を有する結核患者が増加しており、結核単独の治療に

加えて合併症に対する治療も含めた複合的な治療を必要とする場合も多く、求められる治療形態が多様化し

ている。そのため、対策の重点は病態等に応じた適切な医療の提供、治療完遂に向けた患者支援等きめ細か

な個別的対応に置くことが重要である。 

３ 一方、結核病床の減少傾向が続いており、地域によっては医療アクセスの悪化が懸念されていることか

ら、患者を中心とした医療を提供するに当たっては、医療提供体制の再構築が必要である。 

 

 

 

 

 

表１２を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）を現状と評価に

移動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１指針第三の一の１

より引用。 

 

２指針第三の一の２

より引用。 

 

３指針第三の一の２

より引用。 

 

 

●接種対象年齢におけるＢＣＧ接種率 95％以上 ●接種対象年齢における接種率 95％以上 



平成 28 年 12 月 8 日 

 

13 

 

４ 医療提供体制の確保に当たっては、標準治療（注 2）のほか、多剤耐性結核（注３）や管理が複雑な結核の治

療を担う中核的な病院（注４）を確保するとともに、二次医療圏ごとに合併症治療を主に担う基幹病院（注５）

を実情に応じて確保すること並びにそれらの中核的な病院及び基幹病院並びに結核病床を有する一般の医

療機関が連携し結核患者が身近な地域において個別の病態に応じた治療を受けられる地域医療連携体制を

整備することが重要である。 

５ 結核の治療に当たっては、適切な医療が提供されない場合、疾患の治癒が阻害されるだけでなく、治療

が困難な多剤耐性結核の発生に至る可能性がある。このため、適切な医療が提供されることは、公衆衛生上

も極めて重要であり、結核に係る適切な医療について医療機関への周知を行う必要がある。 

６ 医療機関においては、結核に係る医療は特殊なものではなく、まん延の防止を担保しながら一般の医療

の延長線上で行われるべきであるとの認識の下、良質かつ適正な医療の提供が行われるべきである。 

 

（注１）潜在性結核感染症治療：従来「化学予防」「マル初」「予防的治療」等さまざまに呼ばれてきた発病予防の治療のことをいう。 

（注２）初回治療例の標準的治療法：原則として（A）を用いる。PZA 使用不可の場合に限り（B）を用いる。 

（A）法：RFP＋INH＋PZA に SM（または EB）の 4 剤併用で 2 か月間治療後、RFP＋INH で 4 か月間治療する。                                                         

（B）法： RFP＋INH に SM（または EB）の 3 剤併用で 2 か月間治療後、RFP＋INH で７か月間治療する。 

（注３）多剤耐性結核菌：少なくとも INH および RFP の両薬剤に対して耐性を示す結核菌。 

（注４）中核的な病院：結核医療の拠点となっている公立病院等であり、各都道府県に１か所以上を目安とする病院。 

（注５）基幹病院：合併症治療を含む結核医療を担うことのできる感染症指定医療機関を指し、地域の実情に応じて確保する病院。 

 

【現状と評価】 

１ 平成 27 年新登録の潜在性結核感染症患者数は 459 人である。潜在性結核感染症治療対象者届出率（人

口 10 万対）は、愛知県 3.1、全国 5.3 である。潜在性結核患者感染症患者数は、年齢制限が撤廃され、対

象者が拡大したため平成 22 年から平成 23 年に患者数が一時的に増加したが、平成 24 年以降は大きな変化

はない。＜平成 27年結核発生動向調査＞ 

潜在性結核感染症の届出理由としては、接触者健診が約 65％、その他が約 35％であり、その他理由とし

ては、リウマチ・がん等治療のためのステロイド・生物学的製剤・抗がん剤の利用が多かった。＜県保健所・

中核市患者実態調査（平成 28年 9月）＞ 

２ 合併症を有する患者が多くなり、治療形態等が複雑多様化しており、一般病院から治療方法等について

感染症診査協議会や中核的な病院に相談することがある。 

３ 新登録全結核 80歳未満中ＰＺＡを含む４剤治療割合は、年々上昇しており、愛知県、全国共に 82.7％

である。PZAを使用しない患者の多くは肝機能障害、全身状態不良の患者であり、使用すべき対象者には PZA

を含む 4 剤治療が行われている状況であった。＜平成 27 年結核発生動向調査、県保健所・中核市患者実態

調査（平成 28年 9月）＞ 

４ 医療法に基づき知事が定めている愛知県の結核病床の基準病床は、183床である。 ＜平成 28年 4月公

示の愛知県地域保健医療計画に定める基準病床数の見直し＞ 

５ 結核病床数は、23年 275床、24年 275床、25年 256床、26年 251床、平成 27年 200床と病床数は減

少しているが、平成 27年平均病床利用率は 46.6%であり、必要な病床数は確保されている。＜病院報告＞ 

６ 結核モデル病床を有する病院は、6 病院 30 床である。（うち精神病院 2 病院 7 床）平成 27 年 5 月に公

４ 医療提供体制の再構築に当たっては、標準治療（注 2）の他、多剤耐性結核（注３）や管理が複雑な結核治療

を担う中核的な病院（注４）を確保するとともに、二次医療圏ごとに合併症治療を主に担う基幹病院（注５）を実

情に応じて確保することにより、中核的な病院を中心として、各地域の実情に応じた地域医療連携体制を整

備することが重要である。 

５ 結核の治療に当たっては、適切な医療が提供されない場合、疾患の治癒が阻害されるだけでなく、治療

が困難な多剤耐性結核の発生に至る可能性がある。このため、適切な医療が提供されることは、公衆衛生上

も極めて重要であり、結核に係る適切な医療について医療機関への周知を行う必要がある。 

６ 医療機関においては、結核に係る医療は特殊なものではなく、まん延の防止を担保しながら一般の医療

の延長線上で行われるべきであるとの認識の下、良質かつ適正な医療の提供が行われるべきである。   

 

 

（注１）潜在性結核感染症治療：従来「化学予防」「マル初」「予防的治療」等さまざまに呼ばれてきた発病予防の治療のことをいう。 

（注２）初回治療例の標準的治療法：原則として（A）を用いる。PZA 使用不可の場合に限り（B）を用いる。 

（A）法：RFP＋INH＋PZA に SM（または EB）の 4 剤併用で 2 か月間治療後、RFP＋INH で 4 か月間治療する。                                                         

（B）法： RFP＋INH に SM（または EB）の 3 剤併用で 2 か月間治療後、RFP＋INH で７か月間治療する。 

（注３）多剤耐性結核菌：少なくとも INH および RFP の両薬剤に対して耐性を示す結核菌。 

（注４）中核的な病院：結核医療の拠点となっている公立病院等であり、各都道府県に１か所以上を目安とする病院。 

（注５）基幹病院：合併症治療を含む結核医療を担うことのできる感染症指定医療機関を指し、地域の実情に応じて確保する病院。 

 

【現状】 

１ 潜在性結核感染症治療対象者届出率（人口 10 万対）は、愛知県 4.7、全国 3.2 である。全国と比較す

るとよく届出されている。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

 

 

 

 

 

２ 合併症を有する患者が多くなり、治療形態等が複雑多様化しており、一般病院から治療方法等を感染症

診査協議会や中核的な病院に相談することがある。 

３ 新登録全結核 80歳未満中ＰＺＡを含む４剤治療割合は、愛知県 81.3％、全国 77.0％であり、全国より

高い。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

 

 

４ 医療法に基づき知事が定めている愛知県の結核病床の基準病床は、218床である。 

    ＜平成 23年 3月 29日告示の愛知県地域保健医療計画＞ 

５ 結核許可病床は、13年度末 727床、14年度末 683床、15年度末 462床、16年度末 396床、平成 23年

度末は 275床と減少している。＜健康対策課まとめ＞ 

６ 結核モデル病床を有する病院は、５病院 20床である。（うち精神病院２病院７床） 

４指針第三の一の３

より引用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２、３実態調査結

果を追加。 
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立西知多病院に結核患者収容モデル事業に基づくモデル病床（注）（以下「モデル病床」という。）10床が開

設された。 

 

（注）結核患者収容モデル事業に基づくモデル病床：医療法に定める病院であり、開設者は、都道府県知事、政令市市長又は特別区

区長の推薦を受けた者であって、かつ、厚生労働省の指定が必要となる。また、医療法の精神病床、一般病床において行うこととし、

感染症法に基づく第二種感染症指定医療機関又は結核指定医療機関の指定を受けなければならない。なお、モデル事業を実施する

病院は、感染症法による入院勧告・措置に対応する医療機関として、結核患者の収容を行うことができる。 

 

表１３ 潜在性結核感染症治療対象者届出 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

愛知県（数） 352 575 481 464 531 459 

愛知県（人口10万対率） 4.8 7.8 6.5 6.2 7.1 6.1 

名古屋市 

（再掲：人口10万対率） 
7.1 7.7 8.7 7.8 9.1 7.3 

全国（人口 10万対率） 3.9 7.9  6.9 5.6 6.0 5.3 

結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

表１４ 新登録全結核 80歳未満中 PZAを含む 4剤治療割合 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

全国 79.0 78.7 79.9 80.8 81.5 82.7 

愛知県 79.3 77.1 79.1 77.9 80.1 82.7 

名古屋市（再掲） 78.6 75.9 75.6 75.8 78.6 81.8 

結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

表１５ 結核病床利用状況 

 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

結核病床数（床）※ 愛知県 257 275 275 256 251 200 

病床率（人口 10万対） 愛知県 3.5 3.7 3.7 3.4 3.4 2.6 

全国 6.4 6.0 5.7 5.2 4.7 4.4 

病床利用率（％）※ 愛知県 50.2 55.3 51.7 53.2 50.8 46.6 

全国 35.9 35.9 34.2 34.2 34.7 35.4 

結核患者平均在院日数

（日）※ 

愛知県 76.9 81.2 77.2 76.3 79.0 70.1 

全国 70.5 69.8 70.0 68.8 66.7 67.3 

モデル病床（床） 愛知県 20 20 20 20 20 30 

病院報告より 

 

表１６ 結核病床及びモデル病床を持つ病院   平成 28年 4月現在 

医療圏 中核的な病院 基幹病院 モデル病床（6病院） 

 

 

 

（注）結核患者収容モデル事業に基づくモデル病床： 

医療法に定める病院であり、開設者は、都道府県知事、政令市市長又は特別区区長の推薦を受けた者であって、かつ、厚生労働省

の指定が必要となる。 

また、医療法の精神病床、一般病床において行うこととし、感染症法に基づく第二種感染症指定医療機関又は結核指定医療機関の

指定を受けなければならない。なお、モデル事業を実施する病院は、感染症法による入院勧告・措置に対応する医療機関として、結

核患者の収容を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 結核病床を持つ病院               平成 23年 3月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１３を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１４を追加。 

 

 

 

 

 

表１５を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１６結核病床を持

つ病院及びモデル病
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（1病院） （6病院） 一般病床 精神病床 

名古屋 

東名古屋病院 

  （60） ◆ 

大同病院（10）    ★◆ 第二赤十字病院（9）★◆ 東尾張病院（4） 

海部       

尾張中部       

尾張東部 公立陶生病院（44）  ★◆ 旭労災病院（2）    ★   

尾張西部 一宮市立市民病院（18）★◆     

尾張北部       

知多半島   
公立西知多総合病院（10）

◆ 
南知多病院（3） 

西三河北部   豊田厚生病院（2） ★◆   

西三河南部東 がんセンター愛知病院（50）◆     

西三河南部西       

東三河北部 豊橋市民病院（10）  ★◆     

東三河南部 豊川市民病院（8）  ★◆     

（病床数計） (60) (140) (23) (7) 

 病床：第二種感染症指定医療機関の指定状況（厚生労働省調査）より 

※表中の（ ）内の数値は病床数である。 

★人工透析実施病院 

◆エイズ治療拠点病院 

 

 

 

（目標削除） 

 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ 県は、患者を中心とした医療の提供に向けて、モデル病床及び病床単位で必要な結核病床を確保するこ

と、結核病床とその病床を一つの看護単位として治療にあたること等により、結核病床の整備を推進し、合

併症治療患者の入院を担当する病院（基幹病院）又はモデル病床を二次医療圏ごとに１か所以上を目安とし

て確保する。  

２ 県は、中核的な病院及び基幹病院並びにモデル病床による結核患者の入院体制を確保することにより、

結核医療の地域連携を整備する。 

 

二 結核の治療を行う上での服薬確認の位置付け 

【考え方】 

１ 世界保健機関は、平成 26 年に新たに採択した結核終息戦略においても、「統合された患者中心のケア

表 6 モデル病床を持つ病院      平成 23年 3月末現在 

病 院 名 所 在 地 結核モデル病床数 備 考 

名古屋第二赤十字病院 名古屋市昭和区 ９  

東尾張病院 名古屋市守山区 ４ 精神科 

旭労災病院 尾張旭市 ２  

南知多病院 南知多町 ３ 精神科 

豊田厚生病院 豊田市 ２  

計 ２０  

 

 

【目標】 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ 結核患者収容モデル事業に基づくモデル病床（注）の整備を推進し、合併症治療患者の入院を担当する病

院（基幹病院）を二次医療圏ごとに１か所以上を目安として確保する。  

２ 中核的な病院及び地域の基幹病院による結核患者の入院体制を確保することにより、結核医療の地域連

携を整備する。 

 

 

 

二 結核の治療を行う上での服薬確認の位置付け 

【考え方】 

世界保健機関は、結核の早期制圧を目指して、ＤＯＴＳを基本とした包括的な治療戦略（ＤＯＴＳ戦略)を

地 域 病 院 名 結核許可病床数 

合  併  症 

人工透析 
エイズ・HIV 

感染症 

名 古 屋 
東 名 古 屋 病 院 １１１  ○ 

大 同 病 院 １０ ○  

尾張東部 公 立 陶 生 病 院 ４４ ○ ○ 

尾張西部 一宮市立市民病院 １８ ○ ○ 

西 三 河 愛知県がんセンター愛知病院 ５０  ○ 

東 三 河 
豊 橋 市 民 病 院 ３４ ○ ○ 

豊 川 市 民 病 院  ８ ○ ○ 

 ７病院 ２７５ ５病院 ６病院 

床を持つ病院を１つ

の表にまとめた。 

 

大同病院をエイズ治

療拠点病院に追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 歳未満で PZA を使

用しない患者の多く

は、肝機能障害、全身

状態不良の患者であ

り、使用すべき対象者

には PZAを含む 4剤治

療実施されている現

状であった。PZA を含

む4剤治療は定着した

ため、目標を削除す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

●新登録全結核患者 80歳未満中のＰＺＡを含む４剤治療割合 85％以上 
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と予防」の項に、ＤＯＴＳを基本とした包括的な治療戦略（ＤＯＴＳ戦略)を引き継いでおり、愛知県にお

いても、日本版ＤＯＴＳ戦略として、確実な治療のため、潜在性結核感染症の者も含め結核患者を中心とし

て、その環境に合わせて、服薬確認を軸とした患者支援、治療成績の評価等を含む包括的な結核対策を構築

し、人権を尊重しながらこれを推進する。    

２ 保健所を拠点とし、地域の実情に応じて、地域の医療機関、薬局等との連携の下に服薬確認を軸とした

患者中心の支援（以下「地域ＤＯＴＳ」という。）を実施するため、保健所は積極的に調整を行い、必要に

応じて地域の関係機関へ積極的に地域ＤＯＴＳを依頼するとともに、保健所自らもＤＯＴＳの場の提供を行

い、地域の結核対策の拠点としての役割を引き続き果たすこととする。 

３ 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物治療の完遂であることを理解し、入院中はもとより退

院後も治療が確実に継続されるよう、服薬確認を軸とした患者中心の支援を実施できる体制を更に推進して

いくことが重要である。また、入院を要しない結核患者に対しても治療初期の患者支援が重要である。 

 

【現状と評価】 

１ 新登録患者に対して、保健所は患者本人に面接することを原則とし、家庭訪問指導等を行っている。ま

た、服薬支援計画を立て、患者支援を行っている。愛知県服薬支援実施要領では、実施開始時（平成 17 年

4月）のＤＯＴＳの対象は肺結核塗抹陽性者のみであったが、平成 23年 10月から、潜在性結核感染症を含

む全結核患者に対象を広げた。全結核患者におけるＤＯＴＳ実施率は、年々上昇し、平成 27年は 97.6％で

高い実施率であり、全結核患者におけるＤＯＴＳ実施は定着してきている。 

２ 平成 26 年潜在性結核感染症治療開始者 525 人のうち、治療完了者は 438 人であり、治療完了割合は

83.4％（注 4）である。治療完遂できなかった理由は、副作用による中止が大半で、その他は治療中の結核発

病や死亡（結核以外）等であった。＜＜平成 27 年結核発生動向調査、県保健所・中核市患者実態調査（平

成 28年 9月）＞ 

３ 平成26年登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者の治療失敗・脱落中断の割合は、愛知県4.3％、全国5.2％

であり、5％以下という目標に達している。＜平成27年結核発生動向調査＞ 

治療失敗理由としては、治療開始後6か月以降に培養陽性となったこと、脱落中断理由としては、副作用

による指示中止が多くを占めたが、実際は治療完遂しているにもかかわらず、結核登録者情報システムの入

力誤りのため脱落中断として計上されている場合もあるため、結核登録者情報システムの確実な入力が必要

である。＜県保健所・中核市実態調査（平成28年9月）＞ 

保健所では、治療不成功の原因の検討、地域ＤＯＴＳ実施方法及び患者支援の評価・見直し、地域ＤＯＴ

Ｓ体制の推進を図り、地域の結核医療及び結核対策全般に関する課題について検討を行うため、コホート検

討会を実施している。今後も治療失敗、中断理由を把握し、今後の対策に結び付ける必要がある。 

４ 愛知県内の結核病床を有する病院、一部のモデル病床を有する病院では、院内ＤＯＴＳ（注１）が実施さ

れている。また、保健所職員が病院関係者とＤＯＴＳカンファレンス（注 2）を実施し、地域ＤＯＴＳ（注 3）に

繋げている。 

５ 平成 27 年新登録結核患者の約 1 割は外国出生者であり、意思の疎通等が課題である。また、新登録結

核患者の 20～30代においては、外国出生者の割合は 5割を超えている。愛知県では平成 24年度よりあいち

医療通訳システム（事務局：愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室）の運用が始まり、通訳者の派遣等

が可能となった。県、保健所設置市では、通訳予算を確保しており、必要時利用ができる体制を整えている。   

提唱しており、現在までに世界各地でこの戦略の有効性が証明されている。愛知県においても、服薬指導を

軸とした患者支援、治療成績の評価等を含む包括的な結核対策を構築し、人権を尊重しながらこれを推進す

る。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

１ 新登録患者に対して、保健所は患者本人に面接することを原則とし、家庭訪問指導等を行っている。ま

た、服薬支援計画を立て、患者支援を行っている。 

 

 

 

２ 年齢に関わらず、「潜在性結核感染症」として治療を行う者は、「無症状病原体保有者」として届けら

れている。愛知県の平成 21 年新登録の潜在性結核感染症患者数は 349人である。服薬完了者は 302人であ

り、服薬完了割合は 86.5％である。〈健康対策課まとめ〉 

 

３ 平成 20 年登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者の治療失敗・脱落中断の割合は、愛知県 3.8％、全国

4.9％である。＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

４ 愛知県内の結核病床を有する病院では、院内ＤＯＴＳ（注１）が実施されている。また、保健所職員が病

院関係者とＤＯＴＳカンファレンス（注２）を実施し、地域ＤＯＴＳ（注３）に繋げている。 

 

５ 若者の新登録結核患者は、外国籍の患者割合が多く、意志の疎通等が課題である。 

 

 

 

１指針第三の二の１

より引用。 

 

 

２指針第三の二の３

より引用。 

 

 

 

３指針第三の二の４

より引用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、３実態調査結果を

追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５あいち医療通訳シ

ステムの運用等を追

加。 
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（注１）院内ＤＯＴＳ：入院患者に対して行う直接服薬確認を中心とした患者支援。 

（注２）ＤＯＴＳカンファレンス：治療開始から終了に至るまでの患者に対する服薬支援の徹底を図るため、医療機関や保健所

等の関係機関が協議する場。 

（注３）地域ＤＯＴＳ：保健所を拠点とし、地域の実情に応じて、地域の医療機関、知無極外来治療患者に対して行う服薬支援。 

（注４）分母は、集計対象年に登録した潜在性結核感染症患者のうち、「治療開始の有無」が「治療開始」である者の数、分子

は、分母の対象者のうち、「治療完了の種類」が「治療完遂」である者の数。 

 

表１７ 全結核患者ＤＯＴＳ実施率（％）※ 

 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

愛知県 96.2 92.8 97.6 97.6 

名古屋市（再掲） 86.7 97.2 91.7 95.0 

愛知県結核対策推進会議資料より 

※前年新登録者の DOTS実施率（例：平成 27年は平成 26年新登録者に対する DOTS実施率を計上） 

平成 27年 1月 7日付健感発 0107第 1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知により、平成 26年登録者からは下記の対象数、

実施数にて計上。 

対象数：転入者を含み、治療開始前又は治療開始１か月未満に死亡した者及び転出者を除いた対象者の実数 

実施数：治療期間中の 2/3を含む月数で、月１回以上の服薬確認をした数を実施数 

 

表１８ 前年新登録 肺結核 喀痰塗抹陽性初回治療 治療失敗・脱落中断割合（％） 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

愛知県 2.8 3.5 3.0 4.0 3.0 4.3 

名古屋市（再掲） 4.4 4.9 5.1 5.6 3.9 5.2 

全国 4.6 3.6 4.0 4.4 5.0 4.4 

結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

表１９ 平成 26年新登録者潜在性結核感染症治療完了者 

 対象者 完了者 率（％） 

愛知県 525 438 83.4 

名古屋市（再掲） 204 176 86.3 

全国 7448 6167 82.8 

結核発生動向調査より 

 

表２０ 新登録外国出生結核患者の状況（潜在性結核感染症を除く）            

 平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24 年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

新登録結核患者数 1,664 1,526 1,419 1,424 1,305 1,199 

新登録外国出生者数（再掲） 96 98 119 109 99 118 

 

（注１）入院患者に対して行う直接服薬確認を中心とした患者支援。 

（注２）治療開始から終了に至るまでの患者に対する服薬支援の徹底を図るため、医療機関や保健所等の関係機関が協議する場。 

（注３）外来治療患者に対して行う服薬支援。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７ 外国籍結核患者の状況            ＊結核発生動向調査より 

 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 

新登録者数 1,835  1,603  1,682  1,689  1,658  

（再）外国籍新登録者数 81  96  104  97  103  

外国籍患者割合 4.4  6.0  6.2  5.7  6.2  

平成 23 年より，出生

国の分類が「外国籍」

から「外国生まれ」に

変更された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１７を追加。 

 

 

 

 

 

 

表１８を追加。 

 

 

 

 

 

表１９を追加。 
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割合（％） 

愛知県 5.8 6.4 6.5 7.7 7.6 9.8 

名古屋市（再掲） 4.6 5.7 7.3 6.0 8.1 8.2 

全国 4.1 4.1 5.0 5.2 5.6 6.4 

結核発生動向調査（結核の統計）より 

 

表２１ 平成 27年新登録外国出生結核患者の年齢構成（潜在性結核感染症を除く） 

年齢（歳） ～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～ 計 

新登録結

核患者数 

愛知県 19 77 73 80 84 137 729 1199 

名古屋市（再掲） 6 28 30 32 46 61 311 514 

（再掲）外

国出生者数 

愛知県 6 46 33 13 9 3 8 118 

名古屋市（再掲） 2 19 7 3 4 2 5 42 

新登録結核

患者中外国

出生者割合

(％) 

愛知県 31.6 59.7 45.2 16.3  2.1 9.8 

名古屋市（再掲） 33.3 67.9 23.3 9.4 2.6 8.2 

全国 35.0 50.1 22.9 9.8 1.0 6.4 

愛知県・名古屋市：平成 27年結核発生動向調査、全国：結核の統計 2016より 

 

 

表２２ 平成 27年新登録結核患者外国出生別人数と割合（潜在性結核感染症を除く） 

多い順 1 2  3  4  5  

出生国名 フィリピン 中国 ブラジル ベトナム ネパール 

人数 
愛知県 42  23  10 9  8  

名古屋市（再掲） 8  12  1 4  6 

割合（％） 
愛知県 35.6 19.5 8.5 7.6 6.8 

名古屋市（再掲） 19.0 28.6 2.4 9.5 14.3 

平成 27年結核発生動向調査より 

 

【取り組み方法】 

１ 医療機関、保健所は、患者に対し服薬確認についての説明を行う。 

２ 医療機関、保健所、薬局、施設は、患者の十分な同意を得た上で、入院中はもとより、退院後も治療が

確実に継続されるようにする。 

３ 医療機関、保健所は、退院後も服薬確認を軸とした患者支援ができるよう、ＤＯＴＳカンファレンス及

び退院後の地域ＤＯＴＳを実施するとともに、その状況、実施方法及び患者支援、地域ＤＯＴＳ体制等につ

いてコホート検討会（注）において評価する。 

４ 医療機関、保健所、薬局、施設は、地域連携パスを導入し、医療機関、社会福祉施設、薬局等の関係機

関との連携や、保健師、看護師、薬剤師などの複数職種の連携を積極的に進め、地域連携体制の強化を図る。 

 

 

 

 

 

表８ 外国籍結核患者の年齢構成（H21年新登録）   ＊結核発生動向調査より 

年齢 ～１９ ２０～２９ ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６９ ７０～ 

新登録者数 13 123 137 134 152 232 867 

（再）外国籍登録者数 4 50 24 10 4 5 6 

外国籍患者割合 30.8  40.7  17.5  7.5  2.6  2.2  0.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ 患者に対し服薬確認についての説明を行う。（医師、保健所） 

２ 患者の十分な同意を得た上で、入院中はもとより、退院後も治療が確実に継続されるようにする。（医

師、保健所） 

３ 退院後も服薬確認を軸とした患者支援ができるよう、ＤＯＴＳカンファレンス及び退院後の地域ＤＯＴ

Ｓを実施するとともに、その状況等についてコホート検討会（注）において評価する。(医療機関、保健所) 

４ 地域連携パスを導入し、医療機関、社会福祉施設、薬局等の関係機関との連携や、保健師、看護師、薬

剤師などの複数職種の連携を積極的に進め、地域連携体制の強化を図る。（医療機関、保健所、薬局、施設） 

５ 都市部の住所不定者等が多い地域では、保護更生施設に保健師を派遣し、服薬支援を行う。（保健所） 

６ 潜在性結核感染症患者に対しても、ＤＯＴＳを行い、治療完了まで支援する。また、有症状時の早期受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２２を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針第九の一より目

標値変更、追加。 

・国の新たな目標とし

て、肺結核患者と潜在

性結核感染症患者が

含まれたため、本県も
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５ 保健所は、都市部の住所不定者等が多い地域において、保護更生施設に保健師を派遣し、服薬支援を行

う。 

６ 保健所、医療機関、薬局、施設は、潜在性結核感染症患者に対しても、ＤＯＴＳを行い、治療完遂まで

支援する。また、有症状時の早期受診など、適切な指導をする。 

７ 保健所、医療機関、薬局、施設は、外国出生者に対しては、必要に応じて、あいち医療通訳システム等

の社会資源や、結核研究所外国人相談室、結核研究所ホームページ資料（外国語版ＤＯＴＳ、指導資料等）

を活用して服薬支援を行う。 

 

（注）対象者の治療成績の分析と評価を行い、治療不成功の原因を検討し、地域ＤＯＴＳの実施方法及び患者支援の見直し等を行う。 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

 

 

三 その他結核に係る医療の提供のための体制 

【考え方】 

１  結核患者が最初に診療を受けるのは、多くの場合一般の医療機関であるため、一般の医療機関においても、

国及び県等から公表された結核に関する情報について積極的に把握し、結核の診断の遅れの防止に努め、同時

に医療機関内において結核のまん延の防止のために必要な措置を講ずることが重要である。 

２ 医療機関及び民間の検査機関においては、結核患者の診断のための結核菌検査の精度を適正に保つた

め、外部機関によって行われる系統的な結核菌検査の精度管理を定期的にうけるべきである。 

３ 県及び保健所設置市は、一般の医療機関における結核患者への適正な医療の提供が確保されるよう、地

域医療連携体制を構築し、医療関係団体と緊密な連携を図ることが重要である。 

 

【現状と評価】 

１ 肺結核患者の初診から診断までの期間が 1 か月以上の割合は、愛知県 25.3％、全国 21.5％であり、全

国より高率である。初診から診断までに 1か月以上を要した喀痰塗抹陽性者では、胸部レントゲン検査や喀

痰検査の未実施による診断の遅れが多く、喀痰塗抹陽性者以外の肺結核患者では、培養検査結果待ちや気管

支鏡検査等の実施による診断の遅れが多い。喀痰塗抹陽性者以外の肺結核患者については、培養検査等の結

果把握までに日数を要するなど、１か月未満の診断が難しい事例も含まれるため、別にモニタリングが必要

である。＜平成 27年結核発生動向調査、県保健所・中核市実態調査（平成 28年 9月実施）＞ 

２ 医師等を対象に結核対策・医療に関する研修会（結核対策研修会等）を実施し、診断の遅れの防止や適

正医療の推進を行っている。 

３ 結核医療費公費負担申請された結核治療について、感染症診査協議会（注）を通し、「結核医療の基準」

診など、適切な指導をする。(保健所) 

７ 外国籍の患者に対しては、通訳等の社会資源を活用し、服薬支援をする。 

 

 

 

 

 

 

（注）対象者の治療成績の分析と評価を行い、治療不成功の原因を検討し、地域ＤＯＴＳの実施方法及び患者支援の見直し等を行う。 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

 

 

三 その他結核に係る医療の提供のための体制 

【考え方】 

１  結核患者が最初に診療を受けるのは、多くの場合一般の医療機関であるため、一般の医 療機関においても、

国及び県等から公表された結核に関する情報について積極的に把握し、結核の診断の遅れの防止に努め、同時

に医療機関内において結核のまん延の防止のために必要な措置を講ずることが重要である。 

２ 医療機関及び民間の検査機関においては、外部機関によって行われる系統的な結核菌検査の精度管理体

制の構築等により、結核診断のための結核菌検査の精度を適正に保つ必要がある。 

３ 一般の医療機関における結核患者への適正な医療の提供が確保されるよう、地域医療連携体制を構築

し、医療関係団体と緊密な連携を図ることが重要である。 

 

【現状】 

１ 初診から診断までの期間が 1 か月以上の割合は、愛知県 24.2％、全国 20.4％であり、全国より高い。

＜平成 21年結核発生動向調査＞ 

２ 医師を対象に結核講習会を実施し、診断の遅れの防止や適正医療の推進を行っている。 

 

 

 

 

 

 

同様に対象者を拡大

した目標とする。 

・国は新たな目標とし

て、前年登録肺結核治

療失敗・脱落中断割合

の対象者を、肺結核塗

抹喀痰塗抹陰性等を

含めた肺結核患者全

体に拡大したため、本

県も同様に対象者を

拡大することする。 

・国は、潜在性結核

感染症治療開始者の

うち、治療を完了し

た割合について、目

標となっていること

から、本県も新たに

目標として追加す

る。 

 

 

 

 

 

 

２指針第三の三の２

により引用。 

 

 

 

 

 

１実態調査結果を追

加。結果から、喀痰

塗抹陽性患者を別に

モニタリングの必要

性を追加。 

２講習会、研修会の

●全結核患者及び潜在性結核感染症患者に対するＤＯＴＳ実施率 95％ 

●前年登録 肺結核患者の治療失敗・脱落中断割合 5％以下 

●前年登録 潜在性結核感染症治療開始者のうち、治療を完了した割合 85％以上 

 

●全結核患者に対するＤＯＴＳ実施率 100％ 

●前年登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者の治療失敗・脱落中断割合 5％以下 
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に基づいて適正な医療を受けることができるよう診査を行っている。 

 

（注）感染症法に基づく入院勧告や医療費の公費負担、就業制限等について審議を行うため保健所に設置される。感染症指定

医療機関の医師や法律に関する学識経験者等で構成する。 

 

【取り組み方法】 

１ 県、保健所設置市は、継続的に医師を対象とした結核対策・医療に関する研修会を実施し、結核の早期

発見につなげる。 

２ 県、保健所設置市は、医療機関及び民間の検査機関に対し、医療法第 25 条第 1 項による立ち入り検査

や臨床検査技師等に関する法律第 20 条の 5 による検査機関立ち入り検査等結核患者の診断のための結核菌

検査の精度を適正に保つよう働きかけていく。 

３ 保健所、医療機関は、適正医療の普及を図るため、結核治療を行う患者には、結核医療費公費負担申請

制度の利用を促す。 

４ 県、保健所設置市、保健所は、一般の医療機関で結核患者への適正な医療の提供ができるよう、結核医

療の基準（平成 21年 2月 1日厚生労働省告示第 16号、平成 28年 1月 29日一部改正）、公費負担制度など

結核に関する最新情報の提供に努めると共に、感染症診査協議会の運営等を通じて、「結核医療の基準」に

基づく適正な結核医療の普及を図る。 

 

表２３ 肺結核 初診から診断までの期間が１か月以上の割合 

 平成 

22年 

平成 

23 年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

愛知県 肺結核 25.2 24.2 23.3 26.0 23.6 25.3   

喀痰塗抹陽性（再掲） - - 15.2 16.1 16.5 14.9 

名古屋市（再掲） 肺結核 23.8 22.5 23.1 23.3 19.9 22.7 

喀痰塗抹陽性（再掲） - - 13.5 13.8 13.5 13.9 

全国 肺結核 22.6 22.7 22.0 22.1 21.6 21.5 

喀痰塗抹陽性（再掲） - - 15.6 14.5 14.4 14.5 

結核発生動向調査（結核の統計） 

 

【目標】 

 

 

第四 調査及び研究の推進 

【考え方】 

結核に関する調査及び研究の推進に当たっては、保健所と県等の関係部局が連携を図りつつ、計画的に取

り組むことが重要である。 

 

 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ 継続的に医師を対象とした講習会を実施し、結核の早期発見につなげる。（県等） 

２ 一般の医療機関で結核患者への適正な医療の提供ができるよう、結核医療の基準（平成 21 年 1 月 23

日厚生労働省告示第 16号）、公費負担制度など結核に関する最新情報の提供に努める。（県等） 

３ 医療機関及び民間の検査機関に対し、結核患者の診断のための結核菌検査の精度を適正に保つよう働き

かけていく。（県等） 

４ 初診から診断までの期間が 1か月以上の割合が多いため、早期診断のための胸部エックス線検査、喀痰

検査（核酸増幅法）等の活用を促進する。（医療機関）  

５ 感染症診査協議会の運営等を通じて、「結核医療の基準」に基づく適正な結核医療の普及を図る。（県、

保健所設置市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

 

 

第四 調査及び研究の推進 

【考え方】 

結核に関する調査及び研究の推進に当たっては、保健所と県等の関係部局が連携を図りつつ、計画的に取

り組むことが重要である。 

表現を統一。 

３を追加。 

 

 

 

 

 

 

１講習会、研修会の

表現を統一。 

２根拠法令を追加。 

 

 

 

 

４旧２と旧５をあわ

せた。 

 

 

 

 

 

 

表２３を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新登録肺結核 初診から診断までの期間が 1 か月以上の割合 20％以下  ●初診から診断までの期間が 1か月以上の割合 20％以下 
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【現状と評価】                        

県、名古屋市は、県内の結核登録者の状況、結核健診の成績等について、毎年、分析・評価し、その結果

を「愛知の結核」「結核の概況名古屋市」としてとりまとめ、関係機関に提供している。 

 

【取り組み方法】 

 保健所を地域における結核対策の中核的機関として位置づけ、各関係機関と連携して必要な疫学的な調査

及び研究を進め、地域の結核対策の質の向上に努めるとともに、地域における総合的な結核の情報の発信拠

点としての役割を果たしていく。 

 

第五 人材の養成 

【考え方】 

結核患者の 7割以上が医療機関受診で発見されている一方で、結核に関する知見を十分に有する医師が少

なくなっている現状を踏まえ、結核の早期診断及び結核患者の治療成功率の向上のために、結核に関する幅

広い知識や標準治療法を含む研究成果の医療現場への普及等の役割を担う人材の養成が必要である。 

 

【現状と評価】 

１ 県、保健所設置市は、結核対策・医療に関する知識を修得するため、職員を結核研究所研修や結核予防

技術者地区別講習会へ派遣している。 

２ 県、保健所設置市は、医師等医療機関関係者や保健師等行政関係者を対象とした結核対策・医療に関す

る研修会を実施している。また、各保健所でも地域の関係機関職員などを対象とした研修を行っている。 

 

【取り組み方法】 

１ 県、保健所設置市は、職員を結核研究所等における研修へ計画的に派遣する。 

２ 県、保健所設置市は、計画的に医師等医療機関関係者や保健師等を対象とした結核対策・医療に関する

研修会等を開催する。 

３ 保健所は、地域の関係機関等を対象に結核に関する情報提供及び研修を行う。 

４ 医療機関は、勤務する医師等の能力の向上のための研修等を実施する。 

５ 医師会等医療関係団体においては、会員などに対して結核に関する情報提供および研修を行う。 

６ 保健所は、医師及び保健医療関係学生の保健所実習等においては、積極的に結核対策を盛り込む。 

 

 

第六 知識の普及等 

【考え方】 

１ 結核に関する適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うことが重要である。 

２ 結核のまん延の防止のための措置を講ずるに当たっては、人権の尊重に留意する。 

 

【現状と評価】 

 

【現状】 

県内の結核登録者の状況、結核健診の成績等について、毎年、分析・評価し、その結果を「愛知の結核」

としてとりまとめ、関係機関に提供している。（県等） 

 

【取り組み方法】 

 保健所を地域における結核対策の中核的機関として位置づけ、各関係機関と連携して必要な疫学的な調査

及び研究を進め、地域の結核対策の質の向上に努めるとともに、地域における総合的な結核の情報の発信拠

点としての役割を果たしていく。(保健所) 

 

第五 人材の養成 

【考え方】 

結核患者の 7割以上が医療機関受診で発見されている一方で、結核に関する知見を十分に有する医師が少

なくなっている現状を踏まえ、結核の早期診断及び結核患者の治療成功率の向上のために、結核に関する幅

広い知識や標準治療法を含む研究成果の医療現場への普及等の役割を担う人材の養成が必要である。 

 

【現状】 

１ 結核対策・医療に関する知識を修得するため、職員を結核研究所研修や結核予防技術者地区別講習会へ

派遣している。 

２ 医師講習会や技術者講習会等、医師や保健師等を対象とした結核対策・医療に関する研修会を開催して

いる。また、各保健所でも地域の関係機関職員などを対象とした研修を行っている。 

 

【取り組み方法】 

１ 職員を結核研究所等における研修へ計画的に派遣する。(県、保健所設置市) 

２ 計画的に講習会等を開催し、保健所が実施する研修を充実させる。(県、保健所設置市) 

３ 地域の関係機関等を対象に結核に関する情報提供及び研修を行う。(保健所) 

４ 勤務する医師等の能力の向上のための研修等を実施する。(医療機関) 

５ 医療関係団体においては、会員などに対して結核に関する情報提供および研修を行う。(医師会等) 

６ 医師及び保健医療関係学生の保健所実習等においては、積極的に結核対策を盛り込む。（保健所） 

 

 

 

第六 知識の普及等 

【考え方】 

１ 結核に関する適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うことが重要である。 

２ 結核のまん延の防止のための措置を講ずるに当たっては、人権の尊重に留意する。 

 

【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２講習会、研修会の

表現を統一。 
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１ 県、保健所設置市、保健所等は、広報誌、ホームページ、結核予防週間等で情報提供をしている。 

２ 各保健所は、地域（高齢者施設等）からの要望に応じて健康教育を実施している。 

 

【取り組み方法】 

１ 県、保健所、市町村は、広報誌・ホームページ・チラシ・ポスター等による情報提供を引き続き実施す

る。 

２ 保健所、市町村は、地域の実情に応じて結核についての情報提供及び相談を行う。 

３ 保健所・医療機関は、高齢結核患者が多くなっているため、介護保健施設職員等に健康教育を行うとと

もに、必要に応じて、感染症対策マニュアル整備の助言指導をする。 

４ 医師、医療関係者は、患者等への十分な説明と同意に基づいた医療を提供する。 

５ 結核予防会、県、保健所、市町村は、結核予防週間等に啓発活動を行う。 

 

 

第七 施設内（院内）感染の防止等 

一 施設内（院内）感染の防止 

【考え方】 

１ 病院等の医療機関においては、適切な医学的管理下にあるものの、その性質上、患者及び従事者には結

核感染の機会が潜んでおり、かつ実際の感染事例も少なくないという現状にかんがみ、院内感染対策委員会

等を中心に院内感染の防止並びに発生時の感染源及び感染経路調査等に取り組むことが重要である。 

２ 県等は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止を目的に、施設内(院内)感染に関する情報や研究の成

果を、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院等、学校、社会福祉施設、学習塾等の関係者に普及して

いくことが重要である。また、これらの施設の管理者にあっては、提供された情報に基づき、必要な措置を

講ずるとともに、普段からの施設内(院内)の患者、生徒、収容されている者及び職員の健康管理等により、

結核患者が早期に発見されるように努めることが重要である。 

 

【現状と評価】 

１ 県、保健所設置市、保健所等が開催する結核対策・医療に関する研修会に、医療関係者や社会福祉施設

職員等が参加している。 

２ 保健所等が実施している医療法第 25 条に基づく立入検査の際に、医療機関の院内感染防止対策につい

て確認している。 

 

【取り組み方法】 

１ 施設の管理者は、各種マニュアル等（注）を参考にして、施設内の感染の防止及び発生時の感染源・感染

経路調査等に取り組むよう努める。 

２ 施設の管理者は、実際に行っている対策及び発生時の対応に関する情報について、県等や他の施設に提

供することにより、その共有化に努める。 

３ 施設の管理者は、外来患者やデイケア等を利用する通所者に対しても、健康状況等を十分に観察し、必

要に応じて、医療機関受診や定期健康診断受診を勧める。 

１ 広報誌、ホームページ、結核予防週間等で情報提供をしている。 

２ 地域からの要望に応じて健康教育を実施している。 

 

【取り組み方法】 

１ 広報誌・ホームページ・チラシ・ポスター等による情報提供を引き続き実施する。(県、保健所、市町

村) 

２ 地域の実情に応じて結核についての情報提供及び相談を行う。(保健所、市町村) 

３ 高齢結核患者が多くなっているため、介護保健施設職員等に健康教育をする。（保健所・医療機関） 

４ 介護保健施設等の感染症マニュアル整備の助言指導をする。（保健所・医療機関） 

５ 患者等への十分な説明と同意に基づいた医療を提供する。(医師、医療関係者) 

６ 結核予防週間等に啓発活動を行う。(結核予防会、保健所) 

 

 

第七 施設内（院内）感染の防止等 

一 施設内（院内）感染の防止 

【考え方】 

１ 病院等の医療機関においては、適切な医学的管理下にあるものの、その性質上、患者及び従事者には結

核感染の機会が潜んでおり、かつ実際の感染事例も少なくないという現状にかんがみ、院内感染対策委員会

等を中心に院内感染の防止並びに発生時の感染源及び感染経路調査等に取り組むことが重要である。 

２ 県等は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止を目的に、施設内(院内)感染に関する情報や研究の成

果を、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院等、学校、社会福祉施設、学習塾等の関係者に普及して

いくことが重要である。また、これらの施設の管理者にあっては、提供された情報に基づき、必要な措置を

講ずるとともに、普段からの施設内(院内)の患者、生徒、収容されている者及び職員の健康管理等により、

患者が早期に発見されるように努めることが重要である。 

 

 

【現状】 

１ 県等が開催する結核研修会に、医療関係者や社会福祉施設職員等も参加している。 

 

２ 保健所等が実施している立入検査の際に、院内感染防止対策について確認している。 

 

 

【取り組み方法】 

１「医療施設内結核感染対策」（日本結核病学会予防委員会）、「学校における結核マニュアル」（文部科

学省）等を参考にして、施設内の感染の防止及び発生時の感染源・感染経路調査等に取り組むよう努める。

（施設の管理者） 

２ 実際に行っている対策及び発生時の対応に関する情報について、県等や他の施設に提供することによ

り、その共有化に努める。（施設の管理者） 
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４ 県、保健所設置市、保健所は、結核対策・医療に関する研修会（結核対策研修会等）に医療関係者等に

も参加を促し、結核の普及啓発に努める。 

 

（注）各種マニュアル 

・「医療施設内結核感染対策」（日本結核病学会予防委員会、平成 22年 3月） 

・「学校における結核マニュアル」（文部科学省、平成 23年 8月） 

・「高齢者施設・介護職員対象の結核ハンドブック」（結核研究所対策支援部保健看護学科編、平成 28年 7月） 

・「結核院内（施設内）感染対策の手引き」（厚生労働省インフルエンザ等新興再興感染症研究事業「結核の革・新的な診断・

治療及び対策の強化に関する研究」平成 26年 3月） 

 

二 小児結核対策 

【考え方】 

結核感染危険率の減少、定期のＢＣＧ接種の徹底及び潜在性結核感染症の治療の推進により、小児の結核

患者数は著しく減少している。そのため、法第 17 条第一項及び第二項に基づく健康診断の迅速な実施、潜

在性結核感染症の治療の徹底、結核診断能力の向上、小児結核発生動向等の充実を図る必要がある。 

 

【現状と評価】 

１ 平成 27年は、0～4歳 4人、10～14歳 1人の結核患者の発生があった。そのうち 1名は外国で治療中に

転入した者、1名はコッホ現象で発見された者、その他 3名は家族内の結核発生等で感染源が明らかな者で

あった。（平成 27年結核発生動向調査、健康対策課調べ） 

２ 0～14歳の潜在性結核感染症治療対象者届出数は、平成 22年 57人、平成 23年 60人、平成 24年 56人、

平成 25年 50人、平成 26年 55人、平成 27年 60人であった。理由の大半はコッホ現象、接触者健康診断に

よる者であった。＜結核発生動向調査、県保健所・中核市実態調査（平成 28年 9月実施）＞ 

 

表２４ 0～14歳新登録者数 

 平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24 年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

結核 
愛知県 3 5 2 2 4 5 

名古屋市（再掲） 2 1 0 1 2 1 

潜在性結

核感染症 

愛知県 57 60 56 50 55 60 

名古屋市（再掲） 29 14 15 22 21 33 

結核発生動向調査 

 

【取り組み方法】 

１ 小児結核の半数以上（注）は、家族内に結核患者が発生した後の接触者健診により診断されていることか

ら、保健所は、患者発見時の接触者健康診断を的確に実施する。 

２ 保健所は、潜在性結核感染症患者の服薬支援を徹底する。 

 

３ 外来患者やデイケア等を利用する通所者に対しても、健康状況等を十分に観察し、必要に応じて、医療

機関受診や定期健康診断受診を勧める。（施設の管理者） 

４ 結核研修会に医療関係者等にも参加を促し、結核の普及啓発に努める。(県等) 

 

 

 

 

 

 

 

二 小児結核対策 

【考え方】 

結核感染危険率の減少を反映して、小児結核においても著しい改善が認められているが、小児結核対策を

取り巻く状況の変化に伴い、個別的対応が必要であるとの観点から、接触者健診の迅速な実施、治療の徹底、

結核診断能力の向上、小児結核発生動向調査等の充実を図る必要がある。 

 

【現状】 

１ 平成 21年は、0～4歳３人、10～14歳１人の結核患者の発生がある。（平成 21年結核発生動向調査） 

２ 0～14 歳の潜在性結核感染症治療対象者届出数は、平成 17 年 111 人、平成 18 年 66 人、平成 19 年 53

人、平成 20年 74人、平成 21年 45人である。（結核発生動向調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組み方法】 

１ 乳幼児結核患者の 74％（注）は感染源が明らかになっていることから、患者発見時の接触者の健康診断

を的確に実施する。（保健所） 

２ 潜在性結核感染症患者の服薬支援を徹底する。（保健所） 

 

 

 

 

４講習会、研修会の

表現を統一。 

 

 

各種マニュアルを

（注）にまとめた。 
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 （注）結核年報 2012 小児結核・高齢者結核（Kekkaku VOL89，NO7，673-678，2014） 

 

三 保健所の機能強化 

１ 保健所は、市町村からの求めに応じた技術支援、法第十七条の規定に基づく健康診断の実施、適正な医

療の普及、訪問等による患者の治療支援、地域への結核に関する情報の発信及び技術支援・指導、届出に基

づく発生動向の把握及び分析等などにより、地域における結核対策を推進する。 

２ 保健所設置市においては、県保健所と市町村の役割を併せてもち、福祉施策との調整もしやすいという

メリットを生かしながら、市域内における結核対策を総合的に推進する。 

３ 保健所を設置しない市町村にあっては、県保健所の技術的助言を得て予防接種の確実な実施、結核発生

状況を踏まえた定期健康診断及び住民への知識普及、患者の治療支援への協力に努める。 

 

 

第八 り患状況の数値目標 

１ 結核対策の推進は、結核のまん延状況の改善を目的としていることから、まん延状況の指標となる全結

核のり患率の低減を目指し具体的な目標を設定する。 

２ 国の目標、全国及び本県り患状況並びに結核罹患の将来予測（注）を勘案して、平成 27 年り患率 16.0

を平成 32年までに 12.0以下とする。 

（注）患者登録情報を活用した愛知県における結核罹患の将来予測（全国との比較）第 2報（愛知県衛生研究所報 NO.66，1-9，

2016） 

 

 

 

 （注）平成 12 年 結核緊急事態調査報告書より 

 

三 保健所の機能強化 

１ 保健所は、市町村からの求めに応じた技術支援、法第十七条の規定に基づく健康診断の実施、適正な医

療の普及、訪問等による患者の治療支援、地域への結核に関する情報の発信及び技術支援・指導、届出に基

づく発生動向の把握及び分析等などにより、地域における結核対策を推進する。 

２ 保健所設置市においては、県保健所と市町村の役割を併せてもち、福祉施策との調整もしやすいという

メリットを生かしながら、市域内における結核対策を総合的に推進する。 

３ 保健所を設置しない市町村にあっては、県保健所の技術的助言を得て予防接種の確実な実施、結核発生

状況を踏まえた定期健康診断及び住民への知識普及、患者の治療支援への協力に努める。 

 

 

第八 り患状況の数値目標 

結核対策の推進は、結核のまん延状況の改善を目的としていることから、まん延状況の指標となる全結核

のり患率の低減を目指し具体的な目標を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針第九の一より、国

は平成 27 年り患率

14.4を平成 32年まで

に 10 以下とすること

を目指しており、本県

も新たな目標を設定

した。 

 

 

 平成 32年までの目標 

 全結核り患率        12.0以下 

 

  

 平成 27年までの目標 

 全結核り患率        18.0以下 

  


